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玄海原子力発電所第３号機の一部使用承認について 

 

令和３年３月３日付け原発本第３０９号をもって申請がありました上記の件については、

原子力発電工作物の保安に関する命令（平成２４年経済産業省令第６９号）第１８条第３

号の規定に基づき、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

１．対象設備 

使用承認申請書（令和３年３月３日付け原発本第３０９号）の「使用しようとする原

子力発電工作物の概要」の欄に記載のとおり 

       

２．使用期間 



 

自：使用しようとする原子力発電工作物のうち、一部使用しようとする範囲に係る原

子力発電工作物の保安に関する命令第１７条第１項の表中第五号の工事の工程に

係る使用前検査が終了した時 

至：令和２年３月３０日付け原規規発第 2003301 号、20191126 保第 16 号をもって認可

及び令和元年１１月２６日付け原発本第１４７号をもって届出があった原子力発

電工作物の使用前検査の合格日 

 

３．使用の方法 

玄海原子力発電所第３号機の使用済燃料貯蔵設備の改造工事は、現在保管中の使用済

燃料を改造工事中も保管した状態で実施する必要があるため、一部工事が完了した使用

済燃料貯蔵設備を使用前検査の合格日まで使用する。 

また、玄海原子力発電所第４号機の使用済燃料貯蔵設備の容量確保のため、工事期間

中に４号機の使用済燃料を３号機に移送し、３号機の使用済燃料貯蔵設備に保管する必

要があることから、一部工事が完了した３号機設備のうち４号機と共用している設備を

使用前検査の合格日まで使用する。 

なお、使用前検査の合格日までの期間は、使用済燃料ピットの機能が損なわれないよ

う重量物の落下防止対策を行い、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき使用す

る。 

 


